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決　算　報　告　書

1

3 6 11年 月 日

日4 3 31年 月

一般社団法人びっくりエコ研究所

京都府京都市下京区材木町468番地
コスモST河原町209

（ 第 期 ）

自

至

令和

令和



円

貸 借 対 照 表

一般社団法人びっくりエコ研究所

負 債 の 部

科　　　　目 金　　　額

資 産 の 部

科　　　　目 金　　　額

円

令和  4 年  3 月 31 日現在

【         】 【 】【 】【         】 38,896,706流 動 資 産 流 動 負 債 34,241,059

8,776,905現 金 及 び 預 金 短 期 借 入 金 27,400,000

559,648立 替 金 未 払 金 3,433,887

29,738,553未 収 入 金 預 り 金 1,907,472

;178,400貸 倒 引 当 金 未 払 法 人 税 等 1,499,700

負 債 の 部 合 計 34,241,059

純 資 産 の 部

【         】 【 】株 主 資 本 4,655,647

（           ） （ ）利 益 剰 余 金 4,655,647

繰 越 利 益 剰 余 金 4,655,647

純 資 産 の 部 合 計 4,655,647

38,896,706資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 38,896,706



一般社団法人びっくりエコ研究所

損 益 計 算 書

自 令和  3 年  6 月 11 日

至 令和  4 年  3 月 31 日
単位 円

【         】純 売 上 高

受 託 事 業 収 益 29,738,553

そ の 他 収 入 880,000 30,618,553

売 上 総 利 益 30,618,553

【                    】販売費及び一般管理費

広 告 宣 伝 費 107,250

給 与 手 当 8,431,000

雑 給 1,197,600

報 酬 1,112,700

賃 借 料 957,000

消 耗 品 費 496,023

旅 費 交 通 費 520,450

手 数 料 146,495

租 税 公 課 65,860

出 向 料 7,818,800

共 同 実 施 費 4,180,237

雑 費 257,775 25,291,190

営 業 利 益 5,327,363

【           】営 業 外 収 益

受 取 利 息 2

雑 収 入 1,102,957 1,102,959

【           】営 業 外 費 用

支 払 利 息 96,575 96,575

経 常 利 益 6,333,747

【         】特 別 損 失

貸倒引当金繰入 178,400 178,400

税引前当期純利益 6,155,347

法人税、住民税及び事業税 1,499,700

当 期 純 利 益 4,655,647



一般社団法人びっくりエコ研究所

個 別 注 記 表

自 令和  3 年  6 月 11 日

至 令和  4 年  3 月 31 日

Ⅰ. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

Ⅱ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
１. 資産の評価基準及び評価方法
　①　棚卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　法人税法の規定による 終仕入原価法を採用しています。

２. 固定資産の減価償却の方法
　①　有形固定資産
　　　　定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（付属設備を除く。）は
　　　　定額法）を採用しています。
　②　無形固定資産
　　　　定額法を採用しています。
３. 引当金の計上基準
　　貸倒引当金　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について法
　　　　　　　　　　　人税法の規定による法定繰入率により計上するほか、個々の
　　　　　　　　　　　債権の回収可能性を勘案して計上しています。
４. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　　　消費税等の会計処理
　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。


